
●受講料● １名〈税・昼食・資料代含む〉 

正会員 43,200 円 本体価格 40,000 円 

一 般 46,440 円 本体価格 43,000 円 

●申込書に所定事項ご記入の上、下記担当者あてに FAX 

いただくか、当会ホームページからお申し込みください。 

後日（開催日１週間～１０日前までに）受講票・請求書を

お送り致します。 

●申込書をＦＡＸにてご送信いただく際は、ＦＡＸ番号を

お間違えないようご注意下さい。 

●よくあるご質問（FAQ）については当会ホームページ

でご確認いただけます。 

〔ＴＯＰ〕→〔公開セミナー〕→〔よくあるご質問〕 

●お申込み後のキャンセルは原則としてお受けいたしか

ねますので、お申込者がご出席できない場合には、代理の

方のご出席をお願い申し上げます。 

●最少催行人数に満たない場合は、中止とさせていただく

こともありますので、ご了承下さい。 

 

一般社団法人企業研究会  
担当：福田  E-mail: fukuda@bri.or.jp 
〒102-0083  

東京都千代田区麹町 5-7-2 麹町 M－SQUARE 2F 

TEL 03-5215-3516   FAX 03-5215-0951 

 

 

営業秘密保護に求められる 
社内管理体制の構築と法的実務 

～不正競争防止法、営業秘密管理指針を中心に営業秘密に関する各ケースへの実務対応策を解説～ 

 
●日 時● ２０１7年 7月 2４日（月） １0：００～１6：３０ 

 

●会 場● 東京・麹町『企業研究会セミナールーム』 TEL:03-5215-3516 
 

●講 師● 中田・松村法律事務所    弁護士・弁理士 松村 幸生 氏 

        

       

◆開催にあたって 
 
近年、秘密情報侵害の事件が増加・高額化の一途を辿るに従い、不正競争防止法も再三の改正を重ねています。
そのため秘密保持契約に際しては、ただ漫然と定型フォームで結んでいては安心・安全とは言えません。進化す
る法制度に適合し、積極的に法と連携するような秘密保持契約が求められています。 
 
一方で、秘密保持契約の普及と法的保護の強化は秘密情報の開示受けた当事者に大きな義務の負担とリスクを背
負い込ませます。そのため秘密保持契約の締結では、義務内容を必要かつ合理的なものに精選しリスクを限定し
ておくことが不可欠です。 
 
担当者は、法のポイントを理解した上で秘密保持契約の内容を検討していくことで、『開示する側の情報の保護』
と『開示された側のリスク管理』等の状況に応じた適切な対応が可能となります。 
 
本セミナーでは、秘密保持における法的保護のエッセンスを理解し、これを意識した秘密保持契約の作り方につ
いて、実際の裁判の事例・判決文そして契約文例を題材にして実践的に検討します。 

≪詳細は裏面をご覧ください≫ 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   
 

一般社団法人企業研究会 セミナー事務局宛 F A X  0 3 - 5 2 1 5 - 0 9 5 1  

＊当会ホームページ（https://www.bri.or.jp）からもお申込みいただけます。 
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申込書営業秘密保護に求められる社内管理体制の構築と法的実務 

会社名 
フリガナ 

住 所 
〒 

ＴＥＬ  ＦＡＸ  

ご氏名 
フリガナ 所 属 

役 職 

 

Ｅ-mail 

ご氏名 
フリガナ 所 属 

役 職 

 

Ｅ-mail 

＊お客様の個人情報は、本研究会に関する確認・連絡、および当会主催のご案内をお送りする際に 

利用させて頂きます。 

 

【経  歴】 早稲田大学法学部卒業。平成５年弁護士登録。平成１１年弁理士登録。民事商事事
件の他、労働関係事件、国際的な損害保険（船舶・航空）事件、知的財産権事件など
を専門的に手がける。 

【著作・論稿】 「労働と税務の法務基礎」（産能大学・共著）、「名誉毀損の法律相談」（青林書院・
共著）、「最新営業秘密管理マニュアル＆契約書作成の手引」(日本法令)等 
  



営業秘密保護に求められる社内管理体制の構築と法的実務 
●プログラム● 

１０：３０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２：００ 

休 憩 

１３：００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１６：３０ 

第１講 営業秘密保護のための法システムの全体像 
 １ 秘密保護ツールとしての不正競争防止法と秘密保持契約 
 ２ 実際の秘密侵害事例にみる法と契約の役割 
 ３  判例と行政ガイドラインの役割    ４ 法と契約はどのようにリンクするか 
 

第２講 不正競争防止法のポイント 
 １ 法の保護を受ける資格「営業秘密」に必要な３条件 
 （１）「秘密管理性」 －なぜ「秘密管理性」が今重要なのか 
    ①「秘密管理性」とは何か   ② 裁判例にみる「管理性」の標準レベルと最低ライン 

③ 秘密管理性の最近の問題 

（２） 有用性 
   ① 定義と基準        ②その限界事例と裁判例 

（３） 非公知性 
① 定義と基準          ②リバースエンジニアリングと非公知 

 ２ 秘密侵害の６類型と追及効 
 （１）法が予定する侵害類型      （２）流出情報の法的追及効力はどこまで及ぶのか 
 （３）請求する側、される側の注意ポイント 
３ 民事救済の方法とその強化 
（１）損害額の推定と立証方法     （２）侵害行為の立証のための便宜制度 
（３）裁判訴訟手続過程での秘密保護 

４ 刑事責任の概要 （民事との相違点） 
 

第３講 秘密保持契約書のあり方 
１ どう違う秘密管理規則・契約書・誓約書 ～それぞれの役割と性格 
２ 二種類の秘密保持契約 
（１）企業間の秘密保持契約（２）企業とスタッフの秘密保持契約（３）両契約の関連と相違点 

３ 従業員・スタッフとの秘密保持契約の注意点 
秘密保持誓約書の必要条件 

（１）誓約書の取得時期 
（２）誓約書提出を拒まれた場合（違反者へのペナルティの可否） 
（３）誓約書の注意点 

４ 企業間秘密保持契約の注意点 
（１）情報開示規定～不当に広汎な情報開示の防止（２）被開示者の範囲の限定～限定の方法とレベル 
（３）情報の発見と企業への報告    （４）相手方への情報フィードバックと監視・監督 

 

第４講 秘密保持契約書の記載事項の実例と解説 
１ 秘密情報の定義 

 （１）定義事項の重要性     （２）定義の実例と特定と限定 
 （３）企業間の秘密保護(相互開示か、一方的開示か ケースによる特定の違い) 
 （４）対従業員の秘密保持規定の厳格性（判例を素材に） 
２ 秘密情報の例外規定 

①  例外規定の種類と範囲    ② 例外の範囲と証明方法による制限 

３ 秘密保持義務の具体的内容 
４ 秘密情報の使用目的 
５ 被者の開示者の範囲 
６ 情報の発見と報告と帰属 

①  従業員が発見した知見・情報の管理   ② 秘密情報としてどのように手当てすべきか 

 ７ 情報の管理とフィードバック規定 
① 相手方に求める情報管理の態様の違い  ② どのように情報を管理するか 

８ 秘密情報等の返還 
 ９ 有効期間 
１０ 損害賠償、協議事項、裁判管轄など 
 
 

第５講  最近の法改正と判例から 

 
※講師とご同業の方は受講をお受けしかねる場合がございます。予めご了承ください。 

 


